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§1 生坂村における管理橋梁の状況 

1.1 背景 

令和 5 年(2023 年)3 月現在、生坂村が管理する橋梁は 60 橋です。 

一般的に、建設されてから 50 年以上経過した橋梁は高齢化橋梁と言われますが、現在は 26 橋

（43%）が該当します。30 年後には 57 橋（95%）とほとんどの管理橋梁が 50 年を経過します。 

老朽化に伴い維持修繕費用が増加することが想定されるため、現在から計画的に維持管理を実行

していくことが必要とされます。 

 

 

図 1.1.1 建設後 50 年以上の橋梁の推移 

 

  

図 1.1.2 架設年別橋梁数  

30 年以上経過 50 橋 

50 年以上経過 26 橋
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1.2 前回計画策定時からの着手状況 

前回計画策定以降に実施した修繕等措置の着手状況は以下のとおりです。 

 

 
図 1.2.1 前回策定以降の施策状況 

 

健全性の判定区分がⅢ（早期措置段階）あるいはⅣ（緊急措置段階）と診断され、対策が必要と判

断された 16 橋について、生坂村では「橋梁長寿命化修繕計画（第二期）」に基づき計画的に措置を

実施しました。その結果、10 橋は措置が完了し、５橋については措置着手済で、そのうち４橋は定期

点検後に措置を完了しました。未着手の１橋についても補修を予定しています。 

 

 

○補修例 

        
写真 1.2.1 補修前            写真 1.2.2 補修完了 

 

        
 写真 1.2.3 補修前            写真 1.2.4 補修完了 
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§2 長寿命化修繕計画 

2.1 計画の目的 

生坂村では、平成 30 年に「橋梁長寿命化修繕計画（第二期）」を策定しましたが、令和４年度に定

期点検が完了したことに伴い、 新の施設状況を用いて長寿命化修繕計画の見直しを行います。こ

れにより、予防保全的な対策及び架替え・集約化を計画することで、「橋梁の延命化と補修・架替え費

用のコスト縮減」、「計画的な予算確保のための予算平準化」、「道路ネットワークの安全性および信

頼性の確保」を図ることを目的とします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安安全全・・安安心心のの  

確確保保  

ココスストトのの  

縮縮減減  

予予算算のの  

平平準準化化  

重大な事故等が発生する前に劣化・損傷の手当てを行うことで、生活の基盤

となる道路網の安全性・信頼性を確保します。 

損傷が軽微な段階での修繕など、こまめ

にメンテナンスを行うことで橋の長寿命

化を図り、橋梁維持管理事業全体のコス

ト縮減を図ります。 

橋梁長寿命化修繕計画

高齢化橋梁の急激な増大に伴い、集中的

に維持管理・架替え費用が増え、予算の

確保及び全橋梁に対する適切な維持管理

が困難になるという状況を回避します。

（＝無理のない年次計画の設定） 
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2.2 基本方針 

急速な老朽化橋梁の増大に対応するため、効率的かつ合理的な維持管理を実施していくことを基

本として計画を策定し、持続可能なメンテナンスサイクルの実現を目指します。 

 

 

図 2.2.1 メンテナンスサイクル 

 

具体的には、定期点検による状況把握とともに、健全性が損なわれた橋は補修工事を基本とした対

策により、健全性の回復に努めます。また、補修箇所の状況や橋梁の利用状況により、架替や撤去

集約も検討し、コスト縮減が可能な方法で橋梁の健全性と地域交通網の安全性を確保します。 

 

2.3 計画対象橋梁 

計画対象橋梁は、生坂村が管理する橋長 2m 以上の全ての道路橋計 60 橋とします。 

 

表 2.3.1 計画策定橋梁の内訳 

 計画策定時期 管理橋梁 計画対象橋梁 

第 1 期 平成 26 年 1 月 60 橋 38 橋

第 2 期 平成 30 年 6 月 61 橋 61 橋

第 3 期 令和 5 年 4 月 60 橋 60 橋

 

2.4 計画期間 

計画期間は、令和５年（2023 年）～令和９年（2029 年）までの５年間とし、その間も随時計画の見直

しを行います。 
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§3 管理橋の老朽化の状況 

3.1 管理橋梁の健全性の把握 

「長野県道路橋定期点検要領（令和元年 10 月）」に準じた定期点検を、５年に１度を目安に実施し

ます。道路橋毎に４段階（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）の健全性区分を行い、長寿命化修繕計画の策定に必要な

健全性の診断を行います。 

 

 

 

 

 

表 3.1.1 道路橋毎の健全性の診断 判定区分 

区分 状態(定義) 措置 

Ⅰ 健全 
橋の機能に支障が生じていない状態。 監視や対策を行う必要の

ない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 

道路橋の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態。 

状況に応じて、監視や対

策を行うことが望ましい状

態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障を生じる可能性

があり、早期に措置を講ずべき状態。 

早期に監視や対策を行う

必要がある状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 

道路橋の機能に支障が生じている、又

は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態。 

緊急に対策を行う必要が

ある状態。 
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3.2 健全性の判定 

生坂村での直近の法定点検は以下の通り実施しました。 

表 3.2.1 直近定期点検実施年度 

実施年度 点検数 点検者 

R2 5 橋 外部委託 

R4 55 橋 外部委託 

合計 60 橋  

 

健全性の診断に当たっては橋梁の各部材区分単位での診断を行い、その結果を総合的に判断す

ることによって道路橋毎の健全性が診断されています。 

判定結果の概要は以下の通りです。 

 

  

 
 

判定区分Ⅳの橋は通行止めによる措置を実施しました。また、、判定区分Ⅲの５橋のうち、４橋は点

検後に補修が完了しました。 

   

写真 3.2.1 生坂村 64 号橋    写真 3.2.2 生坂村 65 号橋     写真 3.2.3 生坂村 66 号橋 

 

 

Ⅰ （健全） 9橋 (15%)

Ⅱ （予防保全段階） 43橋 (72%)

Ⅲ （早期措置段階） 5橋 (8%)

Ⅳ （緊急措置段階） 3橋 (5%)

合計 60橋 (100%)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

10年未満 1橋 1橋 0橋 0橋 2

20年未満 1橋 1橋 0橋 0橋 2

30年未満 1橋 7橋 0橋 0橋 8

40年未満 0橋 7橋 0橋 0橋 7

50年未満 2橋 10橋 0橋 2橋 14

60年未満 3橋 14橋 2橋 1橋 20

70年未満 1橋 3橋 2橋 0橋 6

80年以上 0橋 0橋 1橋 0橋 1

合計 9 43 5 3 60
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§4 対象橋梁の長寿命化とコスト縮減に関する基本的な方針 

4.1 予防保全型維持管理の実施 

効率的かつ合理的な維持管理体制の構築と、橋梁維持管理事業にかかるコスト縮減を目的として、

維持管理方針を「対症療法」から「予防保全型」へと転換します。 

 

「予防保全」とは、予め橋梁の劣化の進行を予測し、損傷が重大となる前に維持補修を行う管理方

法です。これに対し、「対症療法」とは、損傷が重大となってから維持補修を行う管理方法です。 

 

「予防保全型」と「対症療法型」の維持管理体制の違いによる効果を表したイメージ図を示します。 

 

 

 
図 4.1.1 維持管理体制別コスト縮減の解析のイメージ 

 

 

従来の重大な損傷が生じてから対処する「対症療法型」では、大規模な修繕や架け替えが必要とな

り、工事費用の増大だけでなく、橋梁の寿命が短くなるおそれがあります。また、長期間に及ぶ通行

止めが生じることから、道路利用者に与える影響が大きくなります。 

これに対し、損傷が軽微な段階で対処する「予防保全型」では、損傷の早期発見および補修が可能

となるため、工事費の縮減だけでなく、橋梁の長寿命化を図ることができます。 

そのために、５年毎に行う法定点検に合わせ、橋梁長寿命化修繕計画も見直しを行います。その際、

今後５０年間におけるライフサイクルコスト算定を行うことにより、長期的な維持管理方針を立案すると

ともに、概ね５年の具体的な短期修繕計画の策定を行います。 

これにより、今後 10 年間におけるメンテナンスコストを５０万円程度縮減することを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

良 

 

 

 

 

 

 

悪 
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4.2 新技術の導入 

すべての計画対象橋梁に対し、現場条件や橋の構造、設置状況等を十分把握したうえで、点検や

補修工事における新技術（ドローン等のロボットや人工知能（AI）等）の活用を検討します。 

新技術の活用により、点検作業や補修工事における効率化やコストの縮減に努め、全管理橋梁のう

ち１割の橋梁における活用を目指すとともに、今後１０年間におけるメンテナンスコストを１００万円程

度縮減することを目標とします。 

 

新技術等の活用に至るまでの流れは下図のとおり。 

 
図 4.2.1 定期点検／詳細調査における新技術等の活用検討フロー 

 

          
図 4.2.2 補修設計／工事における新技術等の活用検討フロー 
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4.3 橋梁の撤去、集約の検討 

住民の生活環境や橋梁の利用状況に見合った施設の 適化を図るものとし、迂回路が確保できる

橋は、地域住民等の合意形成を行いながら統廃合を検討していきます。 

 

集約化・撤去の検討の流れを下図に示す。 

 

図 4.3.1 集約化・撤去の検討フロー 
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4.4 優先順位の設定 

計画的な修繕・架け替えを行っていくために、対策を行う橋梁の優先順位付けを行います。 

順位付けは、橋梁定期点検にて診断した「橋梁の健全度」と、橋の道路条件や環境条件などを考慮

した「社会的重要度」から、総合的に判断して決定します。 

 

生坂村は、橋梁の健全度が低い『傷みの大きな橋』から修繕を行う計画とします。そのなかで、『生

活道路として利用者が多い』『迂回路がない』といった社会的重要度が高いと判断した橋から順番に

修繕を行う計画としています。 

 

表 4.4.1 橋梁重要度の評価項目 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 -



 
 

 
 

対症療法型  84.5 億円 

－ 予防保全型  52.6 億円 

   効 果   31.9 億円 

§5 長寿命化修繕計画による効果 

長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型の維持管理を行うことにより、今後 50 年間でおよそ 31.7

億円（62.2％）のコスト縮減効果が見込まれる。 

また、予防保全型維持管理によるこまめなメンテナンスにより、施設長寿命化の実現とともに、道路

の安全性及び信頼性の確保を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

※ 効果百分率の計算 = （効果）÷（対症療法型累計）×100 

 

 

 

 

 

図 4.4.1 維持管理体制別による 50 年間の修繕・更新費用累計 

 

 

 

 

 

31.9 億円の縮減

《50 年後の効果》
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